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はじめに
　犬において食物に関連した障害は食物有害反応と呼ばれ，そ
れらの中には，免疫学的機序が介在する食物アレルギーと免疫
が関与しない食物不耐性とがある2。さらに，犬の食物アレル
ギー性皮膚炎には，食物アレルゲンに対する特異的IgEが関与
するⅠ型アレルギーによるものと，食物アレルゲンにリンパ球
が反応するⅣ型アレルギーによるものとの２タイプがある2, 4。
最近日本国内では，犬の食物アレルゲンに対するIgEの定量と
リンパ球反応の両方が検査できるようになり，食物アレルギー
性皮膚炎の診断や除去食の選択が，以前に比較して合理的にで
きるようになってきた。一方，犬の食物アレルギー性皮膚炎の
コントロールに必要な除去食のひとつとして，アミノペプチド 
フォーミュラ（ロイヤルカナン・ジャポン）が新たに加わり，選
択肢の幅が広がった。
　今回は，瘙痒が激しい表在性膿皮症を伴った食物アレルギー
性皮膚炎の犬において，対症療法とともに除去食としてアミノ
ペプチド フォーミュラを使用し，良好にコントロールできた
１症例について紹介したい。

症例
　症例は，約２週間前に，はじめは肩部に丘疹と小さな脱毛が
認められる程度だったものが次第に全身性に拡大し，瘙痒も激
しくなってきたという主訴で2012年６月29日に来院した。年
齢は８歳齢で，去勢雄のミニチュア・ピンシャー，体重は6.0kg，
BCSは3.5で室内飼育であった。
　なお，食事は市販のドライフード１種類と缶フード１種類が
与えられ，おやつとしては３種類のジャーキーが与えられていた。

現症
　初診時（第１病日），一般状態に著変はなかったが，落ち着き
がなく頻繁に掻いたり咬んだりする強い瘙痒がみられた。皮膚
病変は，頭部，体幹および四肢外側に円形の脱毛病変が認めら
れた。また，両眼周囲の脱毛もみられた。さらに，全身性に鱗
屑の増加が観察された。頭部および体幹の脱毛病変では辺縁に
紅斑がみられ，中心部は色素沈着を示していた。腹部では軽度
の紅斑，脱毛および表皮小環が認められた。体幹や四肢外側の
脱毛は，いわゆる “虫食い” 状態であり，また，一部の脱毛病
変部では軽度の苔癬化がみられた。加えて，丘疹が散在して被

　最近，犬のアトピー性皮膚炎や食物アレルギー性皮膚炎と診断される症例が増加しているように感じられる。その要因の
一つとして，犬のアレルギー検査が進歩し，IgE の量やリンパ球の反応を知ることができるようになったことがある。もち
ろん，これらの検査だけで全てが解決するとは思われないし，皮膚病変を念入りに観察することが最も重要であることに違
いはないが，アレルギー性の皮膚炎を疑うことや診断すること，さらには，その後のコントロールを考える上で，補助ツー
ルの一つとして利用できるようになった意義は大きいと思われる。また，他の疾患と同様に，検査の数値を示すことで飼育
者への理論的説明も容易になり，インフォームドコンセントも格段に向上したように感じられる。さらに，犬のアレルギー
に対する食事療法食の選択肢も増え，良好にコントロールできる症例が増えてきたことも間違いのない事実だと思う。
　しかしながらその一方で，最初は良好にコントロールできたものが，飼育者やこちらのちょっとした油断から，たちまち
コントロール以前（初診時）のひどい状況に逆戻りして再来院する症例も少なくない。これらの事実に直面し，愕然とする
と同時に，改めて犬のアレルギー性皮膚炎の多くは，治癒することのない，飼育者と獣医師，そして何より犬自身が長く付
き合って行かなければならない疾患であることを痛感させられる。また，自らの非力さと責任の重さを感じずにはいられな
い。基本に戻って，どのようにすれば症例である犬とその飼育者がより快適に毎日を過ごすことができるのか，そしてその
ためには獣医師として何ができるのかをよく考えて行動しなければならないと感じている。
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図１　初診時の皮膚病変
体幹および四肢外側において円形の脱毛病変が，いわゆ
る “虫食い” 状態に多数観察される。また，被毛が浮い
た状態も非脱毛部の皮膚で観察される
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毛が浮いたようにみえる状態が，脱毛していない部位の皮膚で
観察された（図１）。
　本症例は，来院まで未治療だったが，約１年３カ月前に同様
の症状で来院し，治療経験があった。その際は，各種検査から
表在性膿皮症と診断され治療が実施されていた。治療の概要は，
セフポドキシムプロキセチル（バナン®錠：グラクソ・スミス
クライン（株））の10 mg/kg，１日２回，６週間の経口投与と，
クレマスチンフマル酸塩（タベジール®錠：ノバルティス ファー
マ（株））の0.1 mg/kg，１日２回，６週間の経口投与であった。
さらに，複合外用薬であるビクタス®S MTクリーム（DSファー
マアニマルヘルス（株））が必要な箇所に適宜使用され，また，
マラセブ®（（株）キリカン洋行）による１日おきのシャンプーも
６週間併用されて治癒していた。

診断
　ルーチンの皮膚検査である全身のくし検査およびウッド灯検
査による異常は検出されず，病変部の被毛検査や皮膚掻爬試験
でも異常は認められなかった。アセテートテープによる細胞診
では，多数の球菌とそれを貪食した変性好中球が有核のケラチ
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表１　アレルゲン特異的IgE検査（ng/mL）
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表２　リンパ球反応検査結果（％）
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ノサイトとともに観察された。一般血液検査では，異常がみら
れなかった。
　これらの皮膚病変や検査所見から，表在性膿皮症であると考
えられた。しかし，過去の病歴を考慮すれば再発性である可能
性が高いと考え，その背景を明らかにするため，さらには，顔
面や腰部背側にも皮膚病変がみられ，食物アレルギー性皮膚炎
が疑われたことから，オーナーにアレルギー検査を勧め，了解
が得られたので実施した。
　アレルギー検査（動物アレルギー検査（株））の成績は，表１と
表２に示すとおりである。アレルゲン特異的IgE検査（Ⅰ型ア
レルギー）では，環境アレルゲンにおいてコナヒョウヒダニ，
ノミおよびペニシリウムが「要注意」の値だった。また，食物
アレルゲンに対するIgEは，大豆，トウモロコシ，ジャガイモ，
米で「要注意」の値だった。リンパ球反応検査（Ⅳ型アレルギー）
では，主要食物アレルゲンにおいて小麦および大豆が「陽性」
であり，豚肉，牛乳およびトウモロコシが「要注意」だった。
除去食アレルゲンではタラ，シシャモ，ジャガイモおよび米が
いずれも「陽性」だった。
　以上の臨床所見および検査の成績から，リンパ球反応による
Ⅳ型アレルギーを主体とした食物アレルギー性皮膚炎と，それ
に伴う二次性の表在性膿皮症と診断した。ただし，アレルギー
検査の数値からは，食物アレルゲンに対する特異的IgEを介し
たⅠ型の食物アレルギー性皮膚炎，さらには，環境アレルゲン
に対する特異的IgEによる犬アトピー性皮膚炎の合併も否定で
きないと考えられた。

治療
　表在性膿皮症のコントロールのために，セフポドキシムプロ
キセチルを10 mg/kgで１日２回，14日間経口投与した。また，
膿皮症のコントロール補助を目的として，さらに，細胞診でマ
ラセチア（Malassezia）の異常増殖は確認されなかったが，アレ
ルギー性皮膚炎でのマラセチアの二次的な増殖を抑制すること
を目的として，シャンプー療法を併用した。犬における膿皮症
の主要な原因菌であるStaphylococcus pseudintermedius をはじ
めとしたいくつかの細菌に対する抗菌性と，犬にマラセチア皮
膚炎を引き起こすMalassezia pachydermatis に対する抗菌性を
示す成分（クロルヘキシジングルコン酸塩およびミコナゾール
硝酸塩）が含まれるマラセブ® を隔日で使用した。現存する皮
膚の炎症と瘙痒に対しては，プレドニゾロンを1.0 mg/kgで１
日１回，４日間経口投与し，その後は，0.5 mg/kgで１日１回，
10日間経口投与した。
　食事は，使用中のドッグフードおよびジャーキーにはアレル
ギー検査で「陽性」～「要注意」のタンパク，もしくは交差反
応が予想されるタンパクが少なくとも１種以上含まれていたこ
とから全面的に給与の中止を指示した。そして，アレルギー検
査の結果に基づいて，リンパ球およびIgEによる反応を惹起す
る可能性が低いと推測されるアミノペプチド フォーミュラ（図
２）を除去食として選択した（これと水のみ）。
　なお，可能性が否定できない環境アレルゲンであるハウスダ
スト（コナヒョヒダニ，ペニシリウム）による犬アトピー性皮膚
炎のコントロールとしては，できる限りフローリングで生活す
ることや空気清浄機，除湿器，防ダニ布団の使用をオーナーに
提案した。

経過
　２週間後（第14病日）の診察では，瘙痒の軽減（ときに掻いた
り咬んだりして落ち着きがないことがある程度）と全身の鱗屑
の減少が認められた。しかし，皮膚病変には大きな変化がなかっ
たことから，セフポドキシムプロキセチルの10 mg/kg，１日
２回，14日間の経口投与と，マラセブ®による隔日のシャンプー，
プレドニゾロンの0.5 mg/kg，１日１回，14日間の経口投与を
継続した。
　第28病日には，円形の脱毛病変が残存していたが発毛は良好
であり（図３），瘙痒は激減した（たまに掻いたり咬んだりして
はいるものの，快適そうに過ごしている）。各病変部において，
初診時に観察された紅斑や丘疹，苔癬化は認められず，また，
いずれの病変でも細胞診による球菌や変性好中球の集族は観察

皮膚科

図２　�アミノペプチド フォーミュラ
　　　（ロイヤルカナン）
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考察
　本症例は，皮膚病変や検査所見，治療に対する反応から，食
物アレルギー性皮膚炎に二次性の表在性膿皮症を併発した例で
あると考えられた。本症例で観察された多発性の円形脱毛病変
は，犬では表在性膿皮症，ニキビダニ症，皮膚糸状菌症などに
みられる病変である1。さらに，表皮小環や毛包炎に起因する
短毛種での被毛が浮き上がった状態は，犬の表在性膿皮症に特
徴的な病変ともいえる1, 5。そして，アセテートテープによる細
胞診で多数の球菌とそれを貪食した変性好中球が観察されたこ
とから，膿皮症であることが確認できた1, 5。しかしながら，犬
の表在性膿皮症ではその背景が重要であると考えられている1。
初診の症例で最初からアレルギー検査が必要とは思われない
が，背景として注意すべきものであることには違いない。この
症例は，過去に膿皮症での治療歴があったことから，再発性で
あると推測され，その原因を探ることが治療への早道であると
考えた。比較的強い瘙痒があり，顔面と背側腰部に病変がある
こと2，被毛検査や皮膚掻爬試験で外部寄生虫症や皮膚糸状菌
症は否定的であること，血液検査で異常が認められなかったこ
とから，食物アレルギーを疑い検査を実施した。
　犬の食物アレルギー性皮膚炎は，その病態としてIgEが関与
するⅠ型アレルギーによるものと，主にTh2型のリンパ球に
よるⅣ型アレルギーによるものとがあり，後者に起因する割合
が多いとされている2。本症例も食物アレルゲンに対するリン
パ球反応検査の成績から明らかなように，Ⅳ型アレルギーによ
る食物アレルギー性皮膚炎であることが強く示唆された。その

されなかった。セフポドキシムプロキセチルの10 mg/kg，１
日２回の経口投与をさらに14日間継続し，マラセブ®によるシャ
ンプーは，週２回に減らした。プレドニゾロンは，0.5 mg/kg
で１日１回の経口投与を７日間継続し，その後の１週間は同容
量を隔日投与とした。
　第42病日には，瘙痒はほとんどなく，病変のさらなる改善
もみられたため，内服薬の投与は全て中止し，外用のヒドロコ
ルチゾンアセポン酸エステル（コルタバンス®：（株）ビルバッ
クジャパン）を１日１回～隔日で１回噴霧することと，マラセ
ブ®によるシャンプーを７日ごとに実施するよう指示した。
　第60病日には，瘙痒が認められず，部分的に貧毛な状態と
色素沈着の多少の残存はあったが，発毛が進み，鱗屑や紅斑，
表皮小環，苔癬化など初診時にみられた変化はほとんどみられ
なかった（図４）。細胞診でも無核のケラチノサイト以外は，何
も観察されなかった。投薬とマラセブ®によるシャンプーは中
止し，アミノペプチド フォーミュラの給与だけを継続してい
るが，その後も良好に経過している。
　なお，プレドニゾロン1.0mg/kg投与時に，一時的な多飲・
多尿が観察されたことと，アミノペプチド フォーミュラの嗜
好性に問題はないものの，給与開始時にそれまでに比較して糞
便が多少硬くなったこと以外には，観察期間を通して一般状態
の大きな変化は認められなかった。皮膚炎の原因となった食
物アレルゲンを特定／推測するための曝露（負荷）試験やアレ
ルギー検査の再検査は，オーナーの了解が得られず実施できな
かった。

図４　第60病日の皮膚病変
部分的な貧毛状態と色素沈着の多少の残存が観察される
程度まで回復

図３　第28病日の皮膚病変
円形の脱毛病変が残存しているが，発毛は良好
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まとめ
　今回の症例では，表在性膿皮症のコントロールに内用の抗菌
薬と抗菌活性のあるシャンプー療法を併用した。数少ない症例
数からの私見ではあるが，膿皮症のコントロールにはシャン
プー療法の併用が有効だと感じている。特に，この症例のよう
なアレルギー性皮膚炎の犬では，皮膚バリア機能の低下が予想
される6 ことから，それによって生じる細菌やマラセチアの増
殖を抑制することが必要だと考えられた。また，限定的な効果
だとは思われるが，犬アトピー性皮膚炎における環境抗原の皮
膚からの侵入も，ある程度は防ぐことができたと推測する。
　以上，アレルギー検査の結果に基づく適切なフードの選択と
抗菌薬およびシャンプー療法により，二次的な表在性膿皮症の
コントロールが可能であった食物アレルギー性皮膚炎の犬の１
例について報告した。今後，犬の食物アレルギー性皮膚炎は，
ますます増加することが予想され，コントロールの点からは，
それぞれの症例で使用可能なフードの選択肢が増えることを期
待する。
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一方で，食物アレルゲンに対する特異的IgE検査では，「陽性」
レベルのアレルゲンは存在しなかったものの「要注意」域のア
レルゲンがいくつかあり，これらの食物アレルゲンに対するⅠ
型アレルギーによる皮膚炎を同時に発症している可能性も，完
全に否定することはできないと思われた。さらに，環境アレル
ゲンであるハウスダストに対するIgEレベルが「要注意」域で
あったことから，これら環境アレルゲンに対する犬アトピー性
皮膚炎の併発も否定できないと考えられた。
　治療としては，はじめに現存する強い瘙痒や皮膚炎をコント
ロールする必要性から，プレドニゾロンを使用した。同時に，
Ⅰ型およびⅣ型のアレルギー検査の成績から，アレルギー性皮
膚炎の原因となっている可能性がある食物アレルゲンを含有し
ないフードとして，アミノペプチド フォーミュラを選択した。
この症例の場合，検査の結果から交差性も顧慮すれば，牛肉，
豚肉，牛乳，小麦，大豆，トウモロコシ，羊肉，魚類，ジャガ
イモ，米が含まれるものは給与すべきでないと考えられた。本
症例は，リンパ球反応検査において鶏肉は0.3％であり，問題
がないと思われる一方で，鶏肉との交差性が考えられる卵黄が
1.0％，七面鳥0.9％，アヒル0.8％といずれも陰性の範囲ではあ
るが「要注意」域に近く，これらをタンパク源の主体として毎
日給与した場合，早期に「要注意」域の値まで到達するであろ
うことが予測された。犬において食物アレルゲンとなるのは，
分子量10 ～ 60kDaの水溶性糖タンパクであり，10kDa以下に
分解されていれば，抗原性は低いと考えられている3。以上の
ことから，本症例にはタンパクが含まれず，窒素源が加水分解
フェザーミールであるアミノペプチド フォーミュラ（88％が遊
離アミノ酸であり，アミノ酸とオリゴペプチドで95％が１kDa
以下，５％が１～６kDa）を選択し，その結果，良好な成績が
得られた。
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